
佐賀県における地域日本語教室普及事業に係る業務委託仕様書 

 

１．委託業務名 

 佐賀県における地域日本語教室普及事業 

 

２．目的 

  県内外国人住民数は、技能実習生や留学生を中心に増加傾向にあり、令和５年１月１日

時点において、その数は過去最高を更新している。多文化共生施策推進のための基盤整備

において、「地域日本語教室」は、外国人が日本語や日本の習慣を学ぶ場としてだけでは

なく、外国人住民と日本人住民の交流の場、相互理解の場、外国人が地域とつながる場と

して、大きな役割を担っている。 

地域日本語教室が交流の拠点として誰もが気軽に集い、双方向の学びの場、交流の場と

なるよう、地域日本語教室という場を広く県民に周知・理解促進を図るとともに、様々な

世代の県民が地域日本語教室に集うようになることを目指す。また地域日本語教室で重

要な役割を担っている「やさしい日本語」が、生活の中で、外国人住民と日本人住民がコ

ミュニケーションを図る手段として広く認知されることを目指す。 

 

３．業務委託期間 

契約締結の日から令和６年２月 29日（木曜日） 

 

４．委託費 

２，１７８千円（消費税額及び地方消費税額を含む）を上限とする。 

 

５．委託料の支払い 

  完了払い 

 

６．事業概要 

（１） パンフレット作成 

（２） 佐賀新聞での広報 

（３） SNS を使った周知及び理解促進に資する情報発信 

（４） 普及活動の一環となるグッズ作製 

 

７．事業内容 

（１） パンフレット作成 

 地域日本語教室について、広く県民の知るところとなるようなパンフレットを作成する。 

 



【規格】 

・デザイン：A4 サイズ 4 頁 

・サイズ：A3 二つ折り 

・紙種：コート紙 135ｋ 

・カラー：両面フルカラー 

・部数：5000 部 

 

【業務内容】 

・発注者、関係機関との打合せ、確認調整  

・企画構成  

・デザイン  

・割り付け、文章校正、色校正、その他編集  

・資料の収集（写真撮影・取材・執筆等） 

・印刷物・データの作成、納品 

 

【条件】 

・「地域日本語教室」の普及にふさわしいデザインでパンフレットを作成すること。 

・地域日本語教室は、やさしい日本語と相互関係があることからやさしい日本語の内容も盛

り込むこと。 

・佐賀県が作成した「はなすくらす」のロゴを必ず用いること（県からロゴを提供）。 

・「佐賀県」のシンボルマーク又は県名ロゴを用いること（県からデータを提供）。 

・佐賀県ホームページの URL 又は QR コードを記載すること（ホームページは県で作成予

定）。 

・作成にあたっては担当者が地域日本語教室及びやさしい日本語の事業を理解すること。必

要に応じて写真撮影や取材を行うこと。 

・広く普及できるようなわかりやすい内容であること。なお、記載内容については、県と協

議しながら進めることとする。 

・成果物は、県が自由に二次利用できるものとする。 

・配布場所は、市町窓口、イベント会場、公共の場を想定する。 

 

（２） 佐賀新聞での広報 

 地域日本語教室について、広く県民に周知できる媒体として、佐賀新聞を用いた広報を行

う。 

 

【規格】 

・媒体：佐賀新聞 



・掲載場所：広告欄 

・サイズ：全 5段 1/2 以上 

・カラー：フルカラー 

・掲載回数：１回以上 

・掲載時期：県と協議の上決定する 

 

【業務内容】 

・発注者、関係機関との打合せ、確認調整  

・企画構成  

・デザイン  

・割り付け、文章校正、色校正、その他編集  

・資料の収集（写真撮影・取材・執筆等） 

・データの作成、掲載、納品 

 

【条件】 

・「地域日本語教室」の普及にふさわしいデザインであること。 

・佐賀県が作成した「はなすくらす」のロゴを必ず用いること（県からロゴを提供）。 

・「佐賀県」のシンボルマーク又は県名ロゴを用いること（県からデータを提供）。 

・佐賀県ホームページの URL 又は QR コードを記載すること（ホームページは県で作成予

定）。 

・作成にあたっては担当者が地域日本語教室及びやさしい日本語の事業を理解すること。 

・広く普及できるようなわかりやすい内容であること。なお、記載内容については、県と協

議しながら進めることとする。 

・成果物は、県が自由に二次利用できるものとする。 

 

（３） SNS を使った周知及び理解促進に資する情報発信 

「地域日本語教室」を周知するため、佐賀県内の外国人住民、日本人住民双方に届くよう

な広報戦略を立て、それに基づきコンテンツの制作及び広報活動を行う。 

 

【業務内容】 

・発注者、関係機関との打合せ、確認調整  

・企画構成  

・デザイン  

・編集、その他必要作業 

・実行 

・データ等納品（過程において作成したものも含む） 



 

【条件】 

・「地域日本語教室」の普及にふさわしいデザインであること。 

・佐賀県が作成した「はなすくらす」のロゴを必ず用いること（県からロゴを提供）。 

・「佐賀県」のシンボルマーク又は県名ロゴを用いること（県からデータを提供）。 

・若年層に届きやすい情報発信を行うこと。 

・成果物は、県が自由に二次利用できるものとする。 

 

（４） 普及活動の一環となるグッズ作製 

 「地域日本語教室」の普及ができるグッズを作製する。なお、グッズ作製において、次の

条件に準ずること。 

 

【業務内容】 

・発注者、関係機関との打合せ、確認調整  

・企画構成  

・デザイン  

・色校正、その他必要作業 

・作製 

・納品（過程において作成したデータ等ものも含む） 

 

【規格】 

・作製種類：1種類 

・作製個数：2000 個以上 

 

【条件】 

・佐賀県が作成した「はなすくらす」のロゴを必ず用いること（県からロゴを提供）。 

・「地域日本語教室」を広く普及できるようなグッズであること。 

・作製にあたっては担当者が地域日本語教室及びやさしい日本語の事業を理解すること。 

・グッズは 2000 個以上であれば、最も効果的な普及活動ができる個数を提案、作製するこ

と。 

・成果物や納品物（データ含む）は、県が自由に二次利用できるものとする。 

・グッズの作製は、県と協議しながら進めることとする。 

・配布場所は、イベント会場、日本語教室、公共の場、市町窓口を想定する。 

 

８．注意事項 

（１） 本業務の実施にあたっては、すべての事業を通して最も効果的な普及活動となるよ



うな工夫をおこない、広報内容や広報物の文章、デザインは一貫性や統一性のある

ものにすること。 

 

（２） 本業務の実施にあたっては委託者と十分に協議し、委託者の了承を得て行いながら、

遺漏のないようにすること。 

 

（３） 「はなすくらす」のロゴ及び文字は「はなすくらすロゴデザインガイドマニュアル」

に基づき使用すること。 

 

（４） 受託者が本委託業務により新たに制作した制作物の著作権（著作権法第２１条から

第２８条に定めるすべての権利を含む）は、佐賀県に帰属するものとする。佐賀県

は、これらの制作物（データやデザイン、写真、イラスト、文章、ホームページ画

面等）を無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は佐賀県に対し

て著作人格者権を行使しないものとする。 

 

（５） 制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、受託者が著作権者の

承諾を得て、利用を行うこととする。佐賀県の利用についても同様とする。 

 

（６） 第三者からの異議申し立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負担

で対応するものとする。 

 

９．委託事業の完了報告 

   事業完了後、すみやかに完了報告書を１部提出すること。また本委託業務によって作

成された成果物を、完了報告書とともに提出すること。なお、ここで示す成果品は現

在の想定であり、詳細及び体裁等については、委託者と十分協議のうえ決定すること。 

 

【成果品】 

（１） パンフレット 5000 部 

（２） 広報が記載された佐賀新聞 各 1 部 

（３） SNS を使った情報発信業務で作成したデータ等 

（４） グッズ 2000 個以上 

 

１０.業務の処理 

（１） 法令等の遵守等 

受託者は、関係する法令及び本仕様書を遵守するとともに、委託者の意図及び目的を

十分に理解した上で、正確に、本業務を遂行しなければならない。 



 

（２） 情報の管理 

本業務の遂行に当たり知り得た情報は、適正に管理し、委託者の許可なく他に漏らし

たり、２次利用を行ってはならない。（契約終了後においても同様とする。）  

 

（３） 打合せ等 

受託者は、委託者と連絡を密にし、委託者が求めた場合は打合せを行い、業務を円滑

に遂行するものとする。 

 

（４） 疑義 

本仕様書に記載のない事項や仕様書について疑義が生じた場合については、委託者

と受託者が協議して定めるものとし、受託者は定めた事項について、これを遵守し、業

務を遂行しなければならない。 
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